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鳥取県地域でつくる美術館応援事業補助金 

令和５年度募集要項 
 

１ 趣旨 

令和７年春に予定される県立美術館の開館効果を県全体に波及させるプロジェクトとして、地域や関係施

設等による県立美術館開館に向けた取組を応援することで、県立美術館の効果的な PR や地域活性化に繋

げていくとともに地元の機運を醸成していくため、地域でつくる美術館応援事業補助金の交付を希望する団体

を募集します。 

 

２ 募集期間及び補助対象事業期間 

募集期間 補助対象となる事業の期間 

令和５年６月５日（月）から 

令和５年１２月２８日（木）まで 

交付申請の受付は先着順とし、予算額に達した

時点で募集を終了します。 

交付決定の日から 

令和６年３月３１日（日）まで 

   ※「事業」とは、例えばイベントや研修会を実施する場合は催事とその準備、精算業務の全体を指します。 

   ※補助対象事業期間以前に実施した活動に係る経費については、補助対象となりません。 

 

３ 補助金の概要及び採択予定件数 

対象事業 補助率 補助限度額 採択予定件数 

県立美術館開館に向け、地元団体等による催事等の開催によ

り県立美術館の開館をＰＲするとともに、当該催事への来訪

による地域活性化を図る取組 

２／３ 100万円 ５件程度 

※予算枠の範

囲内で先着順 

  ※機運醸成及び地域活性の波及効果が見込まれない、範囲が限定される事業については、審査の結果、不採択

とする場合があります。 

※既存及び計画中の催事等も本補助金の対象となります。ただし、県外のみで実施する事業は対象外です。 

※採択された団体は、県と一緒に県立美術館を整備運営するＰＦＩ事業者（鳥取県立美術館パートナーズ株

式会社）との情報交換の場に参加していただく場合があります。 

 

４ 補助金の対象団体及び対象経費 

（１）対象団体の要件（①及び②を満たす団体） 

①県内に事務所又は活動拠点を有すること（法人格は問わない） 

・ＮＰＯ、地域住民組織、商工団体、各種産業団体及びその青年部組織 等 

②以下の項目に該当する団体ではないこと 

・政治・選挙・宗教・特定の思想の普及に関わる団体   

・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体      

・団体としての実体のないもの 

 

（２）補助金の対象経費 

  補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもの

のみになります。交付決定前に発注、購入、契約等（支払も含む）を実施したものは対象となりません。  

※補助対象経費は、事業実施内容と整合が取れており、かつ事業実施に真に必要で直接寄与するものに限ります。  

※汎用性があり、補助対象事業に専ら使用すると認められないものは対象外です。（例：パソコン、タブレット、 

スマートフォン、カメラ、車両等） 

 

 

 

 

 



2 

 

 

①対象経費の例  

項 目 例 

謝金、旅費 
事業を行うために必要な専門家、イベント出演者等に対する謝金、旅費  

※関係者に対する謝金、旅費は対象 

需用費 

消耗品費 用紙･封筒・文具類等の購入費、主たる事業に係る食材費 等 

食糧費 講師のお茶、昼食代 等 

燃料費 イベント等のため仮設した会場の暖房用燃料 等 

印刷製本費 イベント等告知、ＰＲに係る印刷費 等 

光熱水費 
イベント等のため仮設した会場の電気や水道の使用料等 

（領収書上、団体運営の経常的な経費と区分が困難なものは対象外とする。） 

役務費 

通信運搬費 郵便代、運送代 等 

広告料 イベント等告知、ＰＲに係る広告費 等 

手数料 振込手数料、高速道路料金（利用日時、目的地、目的業務の記録を要する。） 

保険料 ボランティア保険料 

備品費 
事業実施に必要な物品購入経費（１件５万円以上）  

※汎用性のある備品は原則対象外 

委託料 
イベント等の設営・警備、受発注システムの運営、アプリケーションの開発、 

ウェブサイトの作成、動画コンテンツの制作 等 

使用料及び賃借料 会場の借料、会場付随設備・機材の借料 等 

原材料費 
苗木・花苗（単に配布、販売を行う場合を除く）、自身で施設整備する場合の木

材、セメント等の購入費 等 

 ※県内事業者への発注に努めてください。 

※委託料については、原則として県内事業者への発注を要件とします。県外事業者へ発注をする際は 

理由書の提出を求めます。 

 

②対象外経費の例 

・団体の運営に係る経常的な経費 

例として、団体の運営に係る家賃、電話代、光熱水費、ガソリン代など。 

また、経常的な経費と事業に係る支出が明確に区分できない経費も認めない。 

・個人給付的な経費 

ただし、団体の構成員への委託、報償費及び旅費については、補助限度額と補助対象経費のいずれか 

低い額の１／３を上限として認める。 

・食糧費 

事業実施に必要不可欠なものは除く。なお、団体内部の者のみで消費する会議茶菓、食事は認めない。 

・その他、交付対象経費として不適当であると県が判断する経費 

  

 

５ 申請方法及び審査 

（１）申請に必要な書類 

提出書類 鳥取県補助金等交付規則 本補助金交付要綱 

①交付申請書 規則様式第１号(第５条関係) － 

②事業計画書 － 様式第１号(第４条関係) 

③収支予算書 － 様式第２号(第４条関係) 

④団体規約 規約がない場合は、団体の活動目的、活動概要がわかるチラシ・パンフ

レット、年間計画等 

⑤構成員名簿 主要構成員(10名以内)の氏名及び事業において果たす役割に係るもの 
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⑥その他参考となる資料 申請事業の参考となる資料 

⑦提出書類チェックリスト 交付申請書とあわせて提出してください。 

 

（２）申請書類の入手方法 

鳥取県補助金等交付規則及び地域でつくる美術館応援事業補助金交付要綱に基づく各様式ほか提出書

類については、美術館整備局のホームページからダウンロードできます。インターネットを利用できな

い方は、下記７にご連絡ください。 

 

（３）応募書類の提出方法 

上記２に記載の募集期間内(最終日午後５時必着)に、下記７に持参又は郵送により提出してください。 

 

６ 実績報告 

本補助金に係る事業の「完了」とは、事業本体とその精算業務及び、それに伴う組織内の議決等の承認手

続きが全て終了することを指します。事業本体が終了したら、速やかな精算手続き及び事業総括を行い、実

績報告をするよう努めてください。事務手続きについては、別紙をご参照ください。 

【実績報告に必要な書類】 

提出書類 鳥取県補助金等交付規則 本補助金交付要綱 

①実績報告書 規則様式第５号(第17条関係) － 

②事業報告書 － 様式第４号(第７条関係) 

③収支決算書 － 様式第５号(第７条関係) 

④事業実施状況の分かるもの 事業で作成した資料、チラシ、パンフレット、写真等 

⑤事業の収入・支出実績が確認でき

る領収書 

費用毎に整理してください。 

⑥提出書類チェックリスト 実績報告書とあわせて提出してください。 

 

７ 問合せ先・書類の提出先 

鳥取県教育委員会事務局 美術館整備局美術館整備課 

〒682-0816 倉吉市駄経寺町２１２－５（倉吉未来中心２階） 

      電話 0858-47-3011  ﾌｧｸｼﾐﾘ 0858-47-3022 

  電子ﾒｰﾙ bijyutsukan-seibi@pref.tottori.lg.jp 

      ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.pref.tottori.lg.jp/bijyutsukanseibi/ 
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別紙 事務手続き 

  

 

 
１ 交付申請書の提出   

交付申請の受付は先着順とし、予算額に達した時点で募集を終了します。 

２ 交付決定通知  

県は、交付申請受付の日から 14日以内に交付決定を行います。 

５ 実績報告書の提出   

完了・廃止・中止から 20日以内に提出してください。 

６ 額の確定通知  

実績報告から原則 20日以内に額の確定を行います。 

７ 補助金の支払  

額の確定通知書を発出してから、概ね２週間以内に支払います。 

指定された口座に振り込みます。 

３ 事業開始  

交付決定後、事業活動を実施してください。 

【事業を変更・中止・廃止したい場合】県の承認が必要です。 

事業予定内容から変更があった場合は、ひとまず担当者へご連絡ください。 

８ 書類の保存  

補助事業を完了した年度の翌年度から起算して５年間、次に掲げる事項 

を記載した書類及びその内容を証する書類を保存してください。 
 

・補助金等の出納の状況  ・対象事業の遂行の状況  

・対象事業に係る収入及び支出の状況 

４ 事業の完了  

令和５年３月 31日(金)までに事業を完了させてください。 
事業の「完了」とは、事業本体とその精算業務及び、それに伴う組織内の議決等の承

認手続きが全て終了することを指します。 

 


